
「秋⽥県・市町村協働政策会議における市⻑会からの提案内容」と「県回答」について

市⻑会提案

広域的かつ総合的な水害対策
の推進について

⽔害対策は、上流及び下流域
の市町村がそれぞれ出来る取
組を実施することで、県全体
の減災に繋がるものであり広
域的かつ総合的な⽔害対策体
制の構築について検討が必要

度重なる豪⾬による⼤規模⽔
害の頻発を受け、県⺠の命と
財産を守るための効果的な取
り組みとして、県管理河川の
樋門・⽔門への常設⼤型排⽔
ポンプの設置や⽥んぼダムの
実施と秋⽥県と市町村の協働
による広域的かつ総合的な水
害対策体制の構築を提案する

県回答

県管理河川減災対策協議会で
取り組む

提案のあった内⽔被害につい
ては、周辺の河川だけでなく、
宅地の地盤の⾼さ、下⽔道、
⽤排⽔路の状況など、様々な
要因が関わっているほか、単
に⼤型ポンプで内⽔を河川に
排⽔すると、下流における氾
濫を助⻑する恐れもあること
から、提案のあったとおり、
地域の状況に応じた効果的な
対策を検討する必要がある

大仙市補足

広域的な視野に⽴って、県と
市町村が協働して広域的な水
害対策を検討し、実施してい
く体制づくりが重要

治⽔対策については、河川改
修、流域対策、被害軽減対策
の、⼤きく３つに区分される
と言われているが、本提案は、
流域対策の範疇に⼊るもので
ある内水排除や⾬水貯留など
が主な対策となっている

流域対策については、市町村
単独で完結するものでなく、
⾃治体の枠を超えて、例えば、
河川の上流・中流・下流と
いった流域毎に異なる対策が
必要

内水対策を本協議会に追加し、
下水道、農林の担当者も加え、
内水対策を含めた水害対策を、
県と市町村の協働で構築した
い

資料－１



市町村別、年別の被害額（被害額１億円以上）

10年間の
全被害額
237億円
の1/4

6年間
1億円超
被害あ
り

・大仙市では、Ｈ２９単年で６１億円の被害

・秋田市では、１億円以上の被害発⽣が１０年のうち６年

・過去１０年間で１億円以上の被害があった市町村は１５

・１億円以上の被害が⽣じた市町村は全振興局管内に存在

・どこででも、大規模な水害が発⽣する可能性がある

市町村別・年別の被害額（被害額１億円以上を抽出） 資料－１



・過去１０年間の水害、⼟砂災害による被害額は237億円

※データ出典：水害統計（H21〜H30）

・提案は、流域対策で「内水排除、⾬水貯留」

・内水の被害額は129億円で、54％を占める

H21〜H30 ⽔害、土砂災害による被害額（一般資産等（家屋、農作物等）） 資料－１



市街地の内水氾濫 農地の内水氾濫

面的な被害

点的な被害

河川に隣接

面的な被
害

雄物川、横手川
から離れている

内⽔被害の具体例（Ｈ２９．７．２２） 資料－１



県管理河川沿川の被害額が全体被害額の６４%を占めた

●県管理河川
３４２河川
２，８７５ｋｍ

●うち要整備延⻑
２，０５５ｋｍ

●整備率
４６．２％

１年当たり
0.1％の増加

ハード整備には
⻑い時間と多額
の予算を要する

ソフト対策も含め
た、効率的かつ経
済的な対策が必要

平成２９年 一般資産等被害額（市町村別、河川種類別） 資料－１



Ｈ２９は大仙市、秋田市、横手市と県央から県南の大⾬の範囲において、甚大な被害が⽣じた。

一般資産等被害額状況（被害額上位１０位） 資料－１



内水対策の種類と特徴

ハード対策の例
■内水排除
(1)大規模施設の整備

・排水機場の整備 ・ポンプゲートの設置
→ 効果は大きいが費用も多額

(2)小規模設備の配備
・排水ポンプ⾞や可搬式の⼩規模水中ポンプ

→ 大量の内水に対しては効果が⼩さい
(3)個別家屋等の止水

・止水板設置や家屋かさあげに対する助成制度等
→ 局地的な内水被害への対応に有効

■貯留
(1)大規模施設の整備

・遊水地の整備
→ 広大な土地が必要で整備場所の確保が難しい

(2)小規模施設の整備
・建物や側溝下部等への⾬水貯留、浸透施設の整備

→ 効果を発揮するには多数の設置が必要
(3)既存施設の活用

・緑地、公園、⽥んぼ、駐⾞場、ため池等への貯留
→ 貯留のための設備が必要、水が引いた後の清掃

ソフト対策の例
■内水被害に関する情報の把握と周知
(1)水害統計資料に基づく、内水被害箇所の把握と

住⺠への情報提供
→ 被害実績がない地域の方々は、油断してしまう可能性

がある（情報発信の仕方に工夫が必要）

(2)過去の浸水被害発⽣時の各観測地点の⾬量と
水位情報の市町村への提供

→ 被害発⽣時の⾬の降り方、水位上昇の状況を把握
浸水の程度を予測した的確な防災⾏動

(3)県市町村の下水道管理者、河川管理者、農林
関係機関の情報共有と連携（本協議会）

→ 下水道や河川、ため池等の降⾬時の施設操作等に関
する情報を集約し、的確な対策を進める

(4)ツイッターを活用した市町村職員や消防団員からの
被害現場の情報発信を有効活用（県総合防災課）

→ 水害の危険度を概ねリアルタイムで画像で住⺠へ提供
することにより、的確な避難⾏動を後押しする

資料－２



内水排除施設（形式：排水機場）

特徴等

・排水能⼒が⾼いことから、内水氾濫被害の防止・軽減が
期待できる。

・設置費及び維持管理費（点検・整備・更新等）が⾼額

・整備に⻑期間を要する

・本川下流域の氾濫を助⻑

・排水能⼒を上回った事態（局地的・短時間豪⾬等）への
対応はできない

■揚排水機場
本川の水が⽀川に逆流するのを防ぐため水門が閉じられ、
出口を失った⽀川の水は、内水となって貯まり、冠水する
などの被害が発⽣
この内水被害を解消するため、水門脇に排水機場を整備し、
ポンプにより本川へ強制排水

施設整備で内水を強制的に排除

内水対策の取組事例（ハード対策① 内水排除施設（揚排水機場）） 資料－２



⽌⽔板等設置事例

排水能⼒１．０ｍ３／ｓ×２台
＝２ｍ３／ｓ

内水排除施設（形式：ポンプゲート）

■ポンプゲート
樋門のゲートに水中ポンプを直接取り付けた型式
ポンプにより内水を強制的に排水
現地条件により設置を検討
（施設規模、内外水位、水量の範囲、管理方式、

環境条件等）

特徴等

・排水、内水氾濫被害の防止・軽減が期待できる。

・設置費及び維持管理費（点検・整備・更新等）が⾼額

・ゲートに設置するので大容量の排水能⼒の確保は不可

・排水機場のような広い用地は不要

・本川下流域の氾濫を助⻑

・排水能⼒を上回った事態（局地的・短時間豪⾬等）
への対応はできない

施設整備で内水を強制的に排除

内水対策の取組事例（ハード対策② 内水排除施設（ポンプゲート）） 資料－２



内水排除設備（形式：排水ポンプ車）

特徴等

・排水による内水氾濫被害の軽減

・排水能⼒は排水機場に⽐べると、数⼗分の⼀程度
と⼩さい

・広域的な活動が可能だが、設置場所が限定される

・作業場所までの道路が通⾏不能となった場合、
排水作業ができない

■排水ポンプ⾞

・トラックに排水ポンプと排水ホースを載せたもの
・1分間に30ｍ3程度の排水作業ができる

○参考諸元
・総排水量

15m3/min(揚程20m) 
30m3/min(揚程10m)

・連続運転48時間以上
・排水ポンプ

φ200mm＊6台
・電動機12kW
・照明装置＊２灯
・屋外防⾬形制御盤

移動可能な設備の配備で機動的に内水を排除
内水対策の取組事例（ハード対策③ 内水排除施設（排水ポンプ⾞）） 資料－２



建物への浸水被害の軽減対策 （参考︓仙台市、新潟市、⼀宮市ほか）
■「土のう」の配布

設置することにより浸水被害を軽減することができる『土のう』の配布
を⾏っておりますので、いざという時のためにご活用ください。仙台市
にお住いの方（個人）であれば、どなたでも配布いたします。
注）事業所（事業者様）への配布は⾏っておりません。 （仙台市）

■止水板等設置工事費 補助制度
過去に浸水被害が発⽣し、建物等への浸水被害を軽減するために、止
水板等の施設を設置される市⺠のみなさまに対し、補助⾦を交付する
制度（設置工事総額の１／２5０万円限度）を平成28年4月に創設しま
した。 （仙台市）

建物の防水（配布・補助金）内水対策の取組事例（ハード対策④ 土のう配布、市町村補助⾦（止水板等設置）） 資料－２



浸水被害の軽減と⾬水の有効利用（参考︓⽇⽴市）

■⾬水貯留槽設置補助⾦

屋根に降った⾬水を、⾬どいを通して引き⼊れ、⼀時的に留めること
ができる水槽です。貯めた⾬水は、庭⽊の水まきや洗⾞のほか、地震
や⽕災などの緊急時の用水として利用することができます。

雨水貯留槽の設置（補助金）

・対象区域︓市内全域

・対象製品︓市が認定した⾬水貯留槽

・対象施設︓住宅や店舗、事業所、集会所など

・対象経費︓⾬水貯留槽の購⼊費とその設置工事費
なお、申請者本人が設置した場合は、購⼊費のみ
が対象となります。

内水対策の取組事例（ハード対策⑤ 市町村補助⾦（⾬水貯留槽設置）） 資料－２



個々の取り組みを拡大し、広域での実施により効果を発揮した事例（参考︓新潟県、⾒附市ほか）
■田んぼダム
⽥んぼダムとは、⽥んぼが元々持っている「貯水機能」を利用して、
大⾬の際に⼀時的に水を貯め、時間をかけてゆっくり排水し、河川流
域の農地や市街地の洪水被害を軽減しようという取組みです。
農家が簡単に始められる自主防災の取組です。

田んぼダムの実施内水対策の取組事例（ハード対策⑥ ⽥んぼダム）

●田んぼダムの効果
新潟大学農学部の研究チーム（吉川夏樹准教授）による、平成23
年の新潟・福島豪⾬でのシミュレーション結果
※平成23年新潟・福島豪⾬︓

総降⾬量231mm、24時間最大降水量167mm、時間最大降水量45mm

●アンケート結果（対象︓⽥んぼダムに取り組んだ農家、H21新潟県）

多かった回答
・集落や農地を水害から守るため
・転作作物や水稲を水害から守るため

⽥んぼダム
新潟県内で、１５市町村
14,640haで実施
（H30.8月時点）

浸水面積
が減少

資料－２



内水対策の取組方針（案）

本協議会での取組方針

●内水被害箇所の情報共有、
●内水被害の原因と対策の検討
について、協議会で取り組む

今年度の取組
●協議会終了後に各振興局建設部が事務局となり、
任意形式により市町村等の関係機関と、
・内水被害箇所の情報共有、
・内水対策の手法・実現可能性について検討する箇所の抽出
に取り組む
※翌年度に、上記抽出箇所における内水被害の原因と、
内水対策の手法・実現可能性の検討をすすめていく

資料－３
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資料－４

規約改定（案）について

昨年１１月２１日の県・市町村協働政策会議を踏まえ、秋田県建設部下水道マネジメント推進課を新たにアドバイザーに加えるため、

規約を一部改定し本日付けでの施行を提案する。

（新） （旧）

由利地域県管理河川減災対策協議会規約（案） 由利地域県管理河川減災対策協議会規約（案）

（名称） （名称）

第１条 本会の名称は、「由利地域県管理河川減災対策協議 第１条 本会の名称は、「由利地域県管理河川減災対策協議

会」（以下「協議会」）とする。 会」（以下「協議会」）とする。

なお、本協議会は水防法（昭和 24 年法律第 193 号・平成 29 なお、本協議会は水防法（昭和 24 年法律第 193 号・平成 29

年改正）第 15 条の 10 に基づく都道府県大規模氾濫減災協議会 年改正）第 15 条の 10 に基づく都道府県大規模氾濫減災協議会

とする。 とする。

（目的） （目的）

第２条 本協議会は、平成２７年９月関東・東北豪雨や平成 第２条 本協議会は、平成２７年９月関東・東北豪雨や平成

２８年８月台風１０号等により甚大な被害が発生したことや、 ２８年８月台風１０号等により甚大な被害が発生したことや、

平成３０年７月豪雨において、河川の氾濫や土砂災害が広域的 平成３０年７月豪雨において、河川の氾濫や土砂災害が広域的

かつ同時多発的に発生したことを踏まえ、県、市町村等が連 かつ同時多発的に発生したことを踏まえ、県、市町村等が連

携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソ 携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソ

フト対策を一体的、計画的に推進することにより、由利地域 フト対策を一体的、計画的に推進することにより、由利地域

の県管理河川（別表１）において、氾濫が発生することを前 の県管理河川（別表１）において、氾濫が発生することを前

提として、社会全体で常に洪水及び土砂災害に備える「水防 提として、社会全体で常に洪水及び土砂災害に備える「水防

災意識社会」を再構築することを目的とする。 災意識社会」を再構築することを目的とする。

（協議会の構成） （協議会の構成）
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第３条 協議会は、別表２の職にある者をもって構成する。 第３条 協議会は、別表２の職にある者をもって構成する。

２ また、別表３にある機関をアドバイザーに置く。 ２ また、別表３にある機関をアドバイザーに置く。

３ 協議会には座長を置くものとし、秋田県由利地域振興 ３ 協議会には座長を置くものとし、秋田県由利地域振興

局長がその職務を行う。 局長がその職務を行う。

４ 座長に事故があるときは、秋田県由利地域振興局建設 ４ 座長に事故があるときは、秋田県由利地域振興局建設

部長が、その職務を代理する。 部長が、その職務を代理する。

５ 座長及び座長の職務を代理する者に事故があるときは、 ５ 座長及び座長の職務を代理する者に事故があるときは、

出席委員のうちから互選された者が、その職務を代理す 出席委員のうちから互選された者が、その職務を代理す

る。 る。

６ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 ６ 協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。

７ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の ７ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の

同意を得て、必要に応じて別表２の職にある者以外の者 同意を得て、必要に応じて別表２の職にある者以外の者

（学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。 （学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。

（幹事会の構成） （幹事会の構成）

第４条 協議会に幹事会を置く。 第４条 協議会に幹事会を置く。

２ 幹事会は、別表４の職にある者をもって構成する。 ２ 幹事会は、別表４の職にある者をもって構成する。

３ また、別表３のアドバイザーの出席を求めることがで ３ また、別表３のアドバイザーの出席を求めることがで

きる。 きる。

４ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 ４ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。

５ 幹事会は協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、 ５ 幹事会は協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、

減災対策等の各種検討、調整等を行うことを目的とし、 減災対策等の各種検討、調整等を行うことを目的とし、

結果について協議会へ報告する。 結果について協議会へ報告する。

６ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の ６ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の

同意を得て、必要に応じて別表４の職にある者以外の者 同意を得て、必要に応じて別表４の職にある者以外の者

（学識経験者等）の参加を幹事会に求めることができる。 （学識経験者等）の参加を幹事会に求めることができる。

（協議会の実施事項） （協議会の実施事項）

第５条 協議会、次の各号に掲げる事項を実施する。 第５条 協議会、次の各号に掲げる事項を実施する。
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一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報や土砂災害警戒 一 洪水の浸水想定等の水害リスク情報や土砂災害警戒

区域等の情報を共有するとともに、各構成員がそれぞ 区域等の情報を共有するとともに、各構成員がそれぞ

れ又は連携して実施している現状の減災に係る取組状 れ又は連携して実施している現状の減災に係る取組状

況等について共有する。 況等について共有する。

二 円滑かつ迅速な避難及び的確な水防活動や土砂災害 二 円滑かつ迅速な避難及び的確な水防活動や土砂災害

防止に関する活動等を実現するために各構成員がそれ 防止に関する活動等を実現するために各構成員がそれ

ぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取組 ぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた地域の取組

方針を作成し、共有する。 方針を作成し、共有する。

三 毎年、協議会開催するなどして、地域の取組方針に 三 毎年、協議会開催するなどして、地域の取組方針に

基づく対策の実施状況を確認する。 基づく対策の実施状況を確認する。

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要 四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要

な事項を実施する。 な事項を実施する。

（会議の公開） （会議の公開）

第６条 協議会は原則として公開とする。ただし、審議内容に 第６条 協議会は原則として公開とする。ただし、審議内容に

よっては、協議会に諮り、非公開とすることができる。 よっては、協議会に諮り、非公開とすることができる。

２ 幹事会は原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報 ２ 幹事会は原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報

告することにより公開とみなす。 告することにより公開とみなす。

（協議会資料等の公表） （協議会資料等の公表）

第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表す 第７条 協議会に提出された資料等については速やかに公表す

るものとする。ただし、個人情報等で公表することが適 るものとする。ただし、個人情報等で公表することが適

切でない資料等については、協議会の了解を得て公表し 切でない資料等については、協議会の了解を得て公表し

ないものとする。 ないものとする。

（事務局） （事務局）

第８条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 第８条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。

２ 協議会及び幹事会の事務局は、秋田県由利地域振興局 ２ 協議会及び幹事会の事務局は、秋田県由利地域振興局

建設部に置く。 建設部に置く。
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（雑則） （雑則）

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続き 第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続き

その他運営に関し必要な事項については協議会で定める その他運営に関し必要な事項については協議会で定める

ものとする。 ものとする。

（附則） （附則）

第１０条 本規約は、平成２９年６月７日から施行する 第１０条 本規約は、平成２９年６月７日から施行する

平成３０年３月１９日改定 平成３０年３月１９日改定

令和元年６月２６日改定 令和元年６月２６日改定

令和２年６月２９日改定

別表１ 別表１

由利地域県管理河川減災対策協議会 対象河川一覧表 由利地域県管理河川減災対策協議会 対象河川一覧表

対 象 河 川 対 象 河 川

芋川、その他秋田地域における指定区間内の一級河川及び二 芋川、その他秋田地域における指定区間内の一級河川及び二

級河川 級河川

別表２ 別表２

由利地域県管理河川減災対策協議会 協議会委員 由利地域県管理河川減災対策協議会 協議会委員

機 関 名 代 表 者 機 関 名 代 表 者

由利本荘市 市 長 由利本荘市 市 長

にかほ市 市 長 にかほ市 市 長

秋田地方気象台 台 長 秋田地方気象台 台 長

秋田県由利地域振興局 局 長 秋田県由利地域振興局 局 長

秋田県由利地域振興局総務企画部 部 長 秋田県由利地域振興局総務企画部 部 長

秋田県由利地域振興局建設部 部 長 秋田県由利地域振興局建設部 部 長

別表３ 別表３

由利地域県管理河川減災対策協議会 アドバイザー 由利地域県管理河川減災対策協議会 アドバイザー

機 関 名 機 関 名
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国土交通省東北地方整備局河川部 国土交通省東北地方整備局河川部

国土交通省東北地方整備局秋田河川国道事務所 国土交通省東北地方整備局秋田河川国道事務所

秋田県総務部総合防災課 秋田県総務部総合防災課

秋田県建設部河川砂防課 秋田県建設部河川砂防課

秋田県建設部下水道マネジメント推進課

別表４ 別表４

由利地域県管理河川減災対策協議会 幹事会委員 由利地域県管理河川減災対策協議会 幹事会委員

機 関 名 代 表 者 機 関 名 代 表 者

由利本荘市総務部危機管理課 課 長 由利本荘市総務部危機管理課 課 長

にかほ市総務部防災課 課 長 にかほ市総務部防災課 課 長

秋田地方気象台 防災管理官 秋田地方気象台 防災管理官

秋田県由利地域振興局総務企画部地域企画課 課 長 秋田県由利地域振興局総務企画部地域企画課 課 長

秋田県由利地域振興局建設部保全・環境課 課 長 秋田県由利地域振興局建設部保全・環境課 課 長


